
会 議 録

会議の名称 平成２７年第７回本庄市教育委員会定例会

開催日時 平成２７年７月１６日（木）
午後４時から

午後４時４０分まで

開催場所 委員室

出 席 者

・教育委員

富沢峰雄委員長

境野玲子委員長職務代理者

落合崇志委員

岡崎吉宏委員

勝山勉教育長

・教育委員以外の出席者

稲田幸也事務局長

浅香浩延教育総務課長

木村健治学校教育課長

上野良一生涯学習課長

川上美恵文化財保護課長

海沢茂体育課長

高木弘之図書館長

岡芹純一学校教育課長補佐

飯塚正英教育総務課長補佐（事務局）

次 第

平成２７年第７回本庄市教育委員会定例会 議事日程

平成２７年７月１６日（木）

午後４時開議 委員室

１．開 会

２．前回会議録の承認

３．会議議事録署名人の指名

４．議 事

（１）本庄市社会教育委員の委嘱について（議案第２９号）

（２）本庄市公民館運営審議会委員の委嘱について（議案第３０号）

（３）本庄市スポーツ推進審議会委員の委嘱について（議案第３１号）

５．教育長の報告

６．その他

７．閉 会

配付資料 ・「平成２７年第７回本庄市教育委員会定例会議案」



・「平成２７年第７回本庄市教育委員会定例会議案関係例規」

・「教育長の行動記録」

・「いじめに関する調査」

主 管 課 教育総務課

会 議 の 経 過

委 員 長 ただいまから、平成２７年第７回本庄市教育委員会定例会を開会させてい

ただきます。

傍聴人の入室許可について、報告いたします。本庄市教育委員会会議規則

第１７条第１項の委員長の許可により、傍聴人の入室を許可しましたので、

ご了承願います。

議事日程にしたがって進めて参ります。

前回会議録の承認をお願いします。

事 務 局 前回開催されました定例会の会議録につきましては、あらかじめ委員の皆

様に配付させていただき、ご確認いただいております。特に異議等ございま

せんでしたので、承認されております。

委 員 長 それでは、署名をお願いします。

続きまして、本日の会議録の署名人を指名させていただきます。

本日は、境野委員長職務代理者にお願いいたします。

次に、議事日程４の「議事」へ入ります。

本日の付議事件は、お手元に配付しましたとおり、議案３件でございます。

まず、議案第２９号について、事務局から説明を求めます。

上野生涯学

習課長

議案第２９号本庄市社会教育委員の委嘱について、ご説明申し上げます。

本議案につきましては、本庄市社会教育委員４名が平成２７年３月３１日

に、１名が同年５月８日に、１名が同年６月３０日にそれぞれ退任したため、

本庄市社会教育委員設置条例第２条の規定に基づき新たに社会教育委員を委

嘱したいので、ご提案申し上げるものでございます。

≪資料に基づき詳細を説明≫

委 員 長 ただいま議案第２９号について、ご説明いただきました。ご質疑は、ござ

いませんか。

岡崎委員 社会教育委員は、年間に何回の会議が開催されるのですか。また、どのよ

うな活動をされているのですか。



上野生涯学

習課長

年間に１～２回の会議が開催され、本市の社会教育に関して様々なテーマ

で議論いただいております。社会教育団体へ交付する補助金についても、議

論いただいております。児玉郡市の社会教育委員連合会や埼玉県主催の社会

教育委員研修会への参加や青少年健全育成事業への参加もいただいておりま

す。

境野委員長

職務代理者

退任された方々の退任時期がそれぞれ異なっていますので、欠員期間がそ

れぞれ生じております。それにより、何か問題は生じないのですか。

上野生涯学

習課長

委員が欠けたときは、直ちに団体に推薦を依頼し、団体によっては推薦書

提出までに時間を要する場合もあります。委員が欠けていても、社会教育委

員の職務自体に問題は特に生じません。

委 員 長 ほかに、ご質疑は、ございませんか。

≪質疑なし≫

それでは、特に質疑がありませんので、議案第２９号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。

≪異議なし≫

異議がありませんので、議案第２９号本庄市社会教育委員の委嘱について

は、承認することに決定しました。

次に、議案第３０号について、事務局から説明を求めます。

上野生涯学

習課長

議案第３０号本庄市公民館運営審議会委員の委嘱について、ご説明申し上

げます。

本議案につきましては、本庄市公民館運営審議会委員３名が平成２７年３

月３１日に、１名が同年５月８日に、１名が同年６月１２日にそれぞれ退任

したため、本庄市公民館運営審議会条例第２条第２項の規定に基づき新たに

公民館運営審議会委員を委嘱したいので、ご提案申し上げるものでございま

す。

≪資料に基づき詳細を説明≫

委 員 長 ただいま議案第３０号について、ご説明いただきました。ご質疑は、ござ

いませんか。

≪質疑なし≫



それでは、特に質疑がありませんので、議案第３０号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。

≪異議なし≫

異議がありませんので、議案第３０号本庄市公民館運営審議会委員の委嘱

については、承認することに決定しました。

次に、議案第３１号について、事務局から説明を求めます。

海沢体育課

長

議案第３１号本庄市スポーツ推進審議会委員の委嘱について、ご説明申し

上げます。

本議案につきましては、本庄市スポーツ推進審議会委員１名が平成２７年

５月２６日に退任したため、本庄市スポーツ推進審議会設置条例第４条の規

定に基づき新たにスポーツ推進審議会委員を委嘱したいので、ご提案申し上

げるものでございます。

≪資料に基づき詳細を説明≫

委 員 長 ただいま議案第３１号について、ご説明いただきました。ご質疑は、ござ

いませんか。

落合委員 退任委員と新任委員は、どのような関連があるのですか。レク協内での役

員の交代があったのですか。

海沢体育課

長

レクリエーション協会の理事長の改選が行われたことによるものです。退

任された委員についても、前レク協の理事長でした。

落合委員 本議案に異議があるわけではありませんが、このほかの審議会や委員会の

委員全体で高齢化が進んでいるような気がいたします。これは、以前から感

じておりまして、どのような手法が採れるのか分かりませんが、若返りを図

るべきと思います。教育委員会内の全体で調整を図るべき時期に来ているの

ではないかと思います。あくまでも、意見として申し上げておきます。

海沢体育課

長

各種団体に委員の推薦依頼をしておりまして、推薦される方が高齢であり

ますので、高齢化が進んでいるのは否めません。貴重なご意見として承りま

して、今後に活かしていきたいと思います。



委 員 長 ほかに、ご質疑は、ございませんか。

≪質疑なし≫

それでは、特に質疑がありませんので、議案第３１号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。

≪異議なし≫

異議がありませんので、議案第３１号本庄市スポーツ推進審議会委員の委

嘱については、承認することに決定しました。

次に、議事日程４の「教育長の報告」へ入ります。

教 育 長 行動記録を読み上げて、報告とさせていただきます。

（別紙により概要を説明）

委 員 長 次に、議事日程５の「その他」に入ります。

浅香教育総

務課長

市Ｐ連主催の教育懇談会が８月２４日（月）と２５日（火）で日程調整を

依頼されております。懇親会も含めて午後６時から９時までが予定され、場

所は、はにぽんプラザ又はアスピアこだまを設定したいと伺っております。

会議終了後に、ご都合をお聞かせください。

木村学校教

育課長

お手元に配付しました資料により、いじめに関する調査について、ご説明

申し上げます。

≪資料に基づき詳細を説明≫

上野生涯学

習課長

前回定例会で報告させていただきましたが、本子連みこしパレードが１８

日（土）午後４時からはにぽんプラザをスタートします。ご都合よろしけれ

ば、ご来場いただきたいと思います。

委 員 長 ほかに、何かございますか。

≪なし≫

それでは、次回の定例会の日程を決めさせていただきたいと思います。平

成２７年第８回定例会を８月１７日（月）午後２時３０分から、場所は委員

室とさせていただきます。

以上で第７回定例会を閉会させていただきます。


